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支部規約を改正し支部の再編を提案します  

― (4) 支部再編のポイント ― 

 

現在、支部の再編に向け、支部長会を始めとする様々な場面で活発な議論をしてい 

ただいています。育成会を見つめなおすいい機会だと思っています。 

皆様から本部に寄せられているご意見を拝見させていただくなかで、少し論点の整 

理が必要かなと思われますので、前月号でお伝えしていた予定を変更して、ポイント 

を絞ってご説明させていただきます。 

 

1 支部再編の進め方 

  育成会の最高法規である「定款」は、支部を次のように規定しています。 

 (支部) 

第 8 条 この法人には支部を置くことができる。支部の規定は理事会において別

に定める。 

支部の在り方をはじめ、育成会の全ての方針決定は、総会と理事会のみに付託され 

ています。この取り扱いの是非(賛否)はともかく、ルール上はそうなっていることを 

まず、ご理解いただきたいと思います。 

現在、5 月の理事会で承認をいただいた、「たたき台」を基に皆様からご意見をい 

ただいているところであり、進め方は定款の規定に基づき妥当であると考えています。 

「突然、本部から提案されてきたが、支部のことは支部長会で決めるのが筋ではない 

のか」というご意見も理解できるところではありますが、支部長会は議決機関ではな 

く、連絡調整機関と位置付けられており、それを変更するためには、定款の変更が必 

要になることをご理解いただきたいと思います。 

2 支部の役割 

 支部の大きな役割のひとつに本部役員の選出があります。育成会には「定款」に定 

められた事業を実行する使命があります。これを着実に実行するためには定款細則で 

定められた人数の理事や委員を支部から選出していただくことが必要です。 

しかしながら、最近、役員を出せなくなってきた支部が見受けられるようになるな 

かで、安定して役員の選出をしていただくためには、支部を統合する以外にないと判 

断し、支部の再編を提案しているところです。 

また、支部の大きな役割のひとつに区や区社協を始めとする地域との連携を築くこ 

とがあります。地域とのつながりを活発化するためには、必要な役員を選出していた 

だくことが必要となりますが、ここでも役員の選出が困難な状況がみられます。 

このためにも支部の統合が必要と考えています。 
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～～～ 5 月青年学級だより ～～～ 
 まだまだ続くコロナ禍、5 月末日迄の緊急事態宣言が 6 月まで延長されました。6 月の日曜教

室を皆さんも楽しみにされていたことと思います。 

残念な事に、末日に 6 月日曜教室休止の案内と 5 月の日曜教室でお渡しする予定でした令和 3

年度 ＩＤカードを同封し、個別に発送させて頂きました。 

 7 月以降の日曜教室につきましては、6 月中にひかり事務局、指導員と共に今後の日曜教室の

あり方検討会を設け、新たなる『プログラム』内容で進みたいと思っております。 

 今後も、感染状況等により大幅な予定変更、中止等あると思いますがその都度、個別に連絡い

たします。 

ご不明等ございましたら日曜教室事務局 761-2285（田中・佐川）迄、お問い合わせ下さい。 

青年学級担当理事  小谷・上田 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新型コロナウイルスワ

クチンに関するお知らせ.docx 
 

 

 

 

 

 

・・・夏季麺類頒布活動が始まりました・・・ 

 

これからの時季、冷たい麺類で暑い夏をのりきりましょう！！ 

おうちごはんに、是非お試し下さい。 

 

   7 月１５日（木）までに支部長・厚生委員にお申し込み下さい。 

 

新型コロナウイルスワクチンに関するお知らせ(2) 

 

育成ニュース 5 月号で、療育手帳をお持ちの知的障害者に優先接種権が認められたとい

うことをお伝えしたところですが、もう少し詳しくお伝えします。 

ワクチンの優先接種は、当初は、医療従事者や高齢者、持病がある人、高齢者施設の従

業員などに認められましたが、ここに全国手をつなぐ育成会連合会の働きなどにより、知

的障害者が加えられたということです。つまり、接種する順番が早まったということにな

ります。療育手帳さえ持っていれば医療機関ですぐに接種できるということではありませ

んので、ご注意ください。 

京都市では、現在 65 歳以上の方への接種が進められていますが、知的障害者への接種

について、打ち手の確保や接種場所の検討、他都市の事例の分析などを行っているところ

であり、今しばらくお待ちいただきますようお願いします。 
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暑い日にはこれが一番 ♫ 

アイスコーヒーセット A ２，５００円 

アロマショコラ 5 袋、サントモンテ 5 袋 

マンデリン 5 袋、バードオブパラダイス 5 袋 

レッドマウンテン 5 袋、イルガチェフェ 5 袋 

  

 

～頑張っている人を支部で表彰しました～ 

南支部 戸倉 君子 

 

南支部は、このたび、長年ひとつの職場で頑張って働いておられる、深見香織さんと山下麻理

子さんのお二人に表彰状と記念品(ハンカチ)をお渡ししました。 

深見さんは、白河総合支援学校をご卒業、日商リネンサプライクリーニングに就職され、30

年にわたり勤務されています。 

山下さんは、京都教育大学附属特別支援学校を卒業されたのち、

進々堂で 6 年間、株式会社おたべで 20 年勤務されています。 

お二人とも今回の受賞には大変喜ばれ、これからの励みになったよ

うです。表彰させていただいた側もこれほど喜んでいただいて、本当

にうれしく思いました。 

難しい表彰基準はいらないと思います。「よう頑張ったはるな」と

いう方がおられれば、これからも表彰していきたいと思います。 

南支部だけではなく、他の支部にもこのように頑張っておられる方

はたくさんおられると思います。 

この取り組みが全支部に拡がって、皆さんの励みになればと思いま

す。 

なお、表彰状は事務局で作っていただき、記念品は支部で用意しました。 

 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

お中元に山科珈琲のギフトはいかがですか？ 

ドリップパックなので、どなたにも簡単に飲んでいただけます 

 

 

 

水出しアイスコーヒー6 袋 

ホットコーヒー用 マンデリン 5 袋 

イルガチェフェ 5 袋 

 

 

 

 

 

 

 

その他 1,200 円～3,500 円のコーヒーギフトや、クッキーの入ったセットもございます。 

お問い合わせお待ちしています。           山科工房 ☏５９３－７０７０ 

投稿コーナー 

   深見香織さん 

色んな豆を楽しめる  

スペシャルセット ４，０００円 
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～ 梅雨を俳句で乗り切ろう ～ 

          五月雨を集めてはやし最上川   芭蕉 

 

今回は俳句特集です。2 年前の青年学級の学習会で作られた作品のうち、保存されていたも

のからご紹介します。テーマは「梅雨」。どの作品も素直な心で詠まれていて、じめじめした

梅雨もどこかさわやかな気分にさせてくれます。育成会にも芭蕉がいました。 

紙面の関係でお一人一句とさせていただきます。                 

(順不同) 

あめふると 足もとぬれて こまっちゃう         下京支部 斎藤 敬江さん 

あまおとは ピアノのようだ きれいだな         山科支部 水野 俊勝さん 

つゆがくる もうすぐ水無月 たべられる           山科支部 小野木 彩乃さん 

あじさいの はなびらきれい むらさきの         北支部  松若 恭伸さん 

かたつむり くるくるしてて かわいいな         伏見支部 竹口 真一郎さん 

あじさいの かかってつめたい あめがふる        伏見支部 山路 千恵さん 

うつくしい はなびたいかい なつのよる         中京支部 平井 真一さん 

あじさいかたつむり 雨にぬれて             右京支部 西野 紗代さん 

梅雨ぬれる きもちわるい うれしくない         伏見支部 杉野 利行さん 

 

俳句・川柳大募集 !             柿食えば鐘が鳴るなり法隆寺 子規 
 

秋ごろに俳句・川柳特集を組みたいと思います。会員の皆様からの投稿を心よりお待ちし

ています。テーマは「秋」です。読書の秋、そして食欲の秋。素材はたくさんあります。 

 

 

 

 

 
 
 
 

   投稿俳句 ⑦ 

梅雨時や 待ってましたと かえるなく        西京支部 栗山 基  

投稿コーナー 
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学びのコーナー(6)   どうなる令和 3 年度障害保健福祉施策 

    

 (その 1) ～データで見る障害福祉サービス等の現状～ 

 学びのコーナーでは、今回から全国手をつなぐ育成会連合会主催の「令和 2 年度行政フォー 

ラム」より、特に重要な項目をお伝えしていきます。 

第 1 回目は、令和 3 年度保健福祉施策について、厚生労働省の井上量就労支援専門官のお話

を紹介します。井上専門官は、就労系の福祉サービス(Ａ型、Ｂ型、就労定着)を専門とされて

いますが、障害保健福祉全般の概要を詳しいデータを用いてお話しいただきました。 

 

データで見る障害福祉サービス等の概要 

 1 障害者の数 

  (1) 障害者の総数は、964 万人(推定)。人口の約 7.6%に相当。 

  (2) 障害者のうち、身体障害者は 436 万人、知的障害者は 109 万人、精神障害者は 

419 万人 

(3) 障害者数全体は、増加傾向にあり、在宅、通所の障害者が増加傾向となっている。 

(4) 年齢別では、障害者全体で、65 歳以上が 52%以上を占めている。⇒高齢化の進行 

ただし、知的障害者では、65 歳以上が 16%に止まっている。 

 2 障害福祉サービス等の体系別利用者数(上位 5) 

サービス名(体系) 利用者数 施設・事業者数 

生活介護(日中活動系・介護給付) 292,098 11,346 

就労継続支援Ｂ型(就労系・訓練等給付) 281,610 13,658 

居宅介護(訪問系・介護給付) 188,354 20,622 

共同生活援助(居住支援系・訓練等給付) 139,087 9,781 

施設入所支援(施設系・施設入所支援) 127,330 2,583 

 3 障害者福祉サービス等予算推移 

  (1) 障害者福祉サービス関連予算(給付費)は 14 年間で 3 倍に増加している。 

    (平成 19 年度)5,380 億円⇒(令和 3 年度)1．7 兆円 

  (2) (1)のうち、自立支援給付が 1．2 兆円を占めており、障害児に関する予算は、3,835 

億円。 

 4 就労支援施策の対象となる障害者数 

  (1) 令和 2 年 3 月に特別支援学校を卒業した 22,515 人のうち、7,204 人が就職。 

  (2) 就労系障害福祉サービスから一般就労への移行は、令和元年度で 21,919 人であり、こ 

の 13 年間で 17 倍に伸びている。 

データから見える課題 

・障害者が増加しているなかで、育成会の会員は減少傾向にある。 

・障害福祉サービス予算が急速に増加しているが、まだまだ不足感がある。 

・障害者の就労にはまだまだ厳しい現実がある。 

※ 次回は「報酬改定」をお伝えする予定です。 
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  (6)          昭和 31 年第 3 号 

- 機関誌「いくせい」が伝えてきたこと – 

 

昭和 31 年になります。時の経済白書が「もはや戦後ではない」と高らかに宣言した年でし

た。高度成長への確かな一歩が踏み出されようとしているなか、育成会は発足 2 年目を迎えま

した。 

第 3 号では、山下 清展の案内が掲載されているのが目を引きます。 

この号の 1 面トップは、女性の保護者から「育成会は何をしてきたか」という表題の寄稿が

掲載されています。 

現在にも通じる提言だと思いますので、引用します。ある人からジェーン台風でコスモスが

やられてしまった話を紹介した後、次のように続きます。 

 

 その時私は自分の子供やいわゆる精薄児と云われている子供達にコスモスの面影を感じさ

せられたのでした。幼稚で原始的ではあるけれど悪用さえされなければ、神様の様に善意に

満ちた子供達、私達誰の過去にも、そういう時期があったことを思えば、どうしてこれらの

子供達だけが、せっかく生まれてきた人生に、淋しく忘れ去られたり、やっかい者扱いされ

てよいといえるのでしょうか。彼らが人々に笑われたり、邪ま者扱いされているのは、彼等

自身の罪なのでしょうか。そう考えて私は、私達親の会が、何の為に結成されたのかをしみ

じみと考えさせられたのでした。 

  

 我が子が置かれている厳しい現状へのやるせない思いが、美しい表現で綴られています。

そして文章は核心に迫っていきます。 

 

 この二年間、育成会は何をしてきたのでしょうか。「アベ・チェ・バレー」 

「宝ヶ池写生大会」「信楽寮見学」―それ以外に何があったのでしょうか。 

 なるほどこれらは子供たちのために全く無意味ではありませんでした。 

 が、もっと大事なこと、一般社会啓蒙という意味での事業は、何を数え上げることができ

るのでしょうか。こうした事業は功をあせってはならないことは分かっていても、他府県に

先んじて育成会を結成した京都として、余りにも低調な、然も一部役員だけの動きであった

とは云えないでしょうか。 

 

 この寄稿者は、役員を責めているのではなく、その役員に任せっ切りであった自分自身の怠慢 

である、と述べられています。 

そして今後とも育成会のためにがんばっていくと結ばれています。 
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＝京都市社会福祉協議会からのご案内＝ 

令和 3 年度 第 2 回 日常生活自立支援事業（地域福祉権利擁護事業） 

生活支援員養成研修 

～ 高齢者や障害のある方が、安心して生活するためのお手伝いをしませんか ～ 

 

京都市社会福祉協議会では、認知症や物忘れのある高齢者、知的障害者、精神障害者などの方

が地域で生活される上で、必要な福祉サービスの利用援助や日常的金銭管理を行う日常生活自立

支援事業（地域福祉権利擁護事業）を実施しており、利用者への具体的な支援活動を担う「生活

支援員」を養成するための研修を開催します。 

なお、新型コロナウイルス感染症の状況によっては、研修を延期もしくは中止する場合もあり 

ますのでご了承ください。 

 

【日 程】 令和 3 年 7 月 27 日（火）・7 月 29 日（木）・8 月 3 日（火） 

【時 間】 午後１時 30 分～3 時 15 分 

【会 場】 ひと・まち交流館 京都 ２階 大会議室（下京区西木屋町通上ノ口上る梅湊町 83-1） 

【受講料】 無 料 

【定 員】 50 名 ＊先着順 

【講座カリキュラム】 

 ＊生活支援員として登録するためには、３回の講座をすべて受講することが条件です。 

日 程 講 義 科 目 

第１回 7 月 27 日（火） 

開講式・オリエンテーション 

日常生活自立支援事業（地域福祉権利擁護事業）の概要 

知的障害者への支援 

第２回 7 月 29 日（木） 

精神障害者への支援 

認知症高齢者への支援 

生活支援員登録について 

第３回 8 月 3 日（火） 
ソーシャルワーク（社会福祉援助）の基礎 

修了式 

  

お問合せ・受講申込書請求先 ①京都市社会福祉協議会 地域福祉推進室 生活支援部  

               TEL 354―８７3４ FAX ３５４―８７３７ 

                または②育成会事務局にお申し込み下さい 

               TEL 322―１070 FAX 32２―１071 

7 月 13 日（火）締切 
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[無料電話・メール相談等本部受付件数]  

≪5 月 相 談 件 数≫  

法律 2 件 療育 3 件  

施設 1 件 その他 13 件 

弁護士 2 件 

 

令和 3 年の法律相談  9:30～12:30      

7 月 3 日（土）  担当弁護士 永井 弘二 氏 

7 月１５日（木）  担当弁護士 梅田 正樹 氏 

 

当番の相談員もいます。お気軽にお越しください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ふれあい育成まつり中止のお知らせ 

  

去る 5 月 22 日開催の理事会において、令和 3 年度ふれあい育成まつりは 

中止することに決定いたしましたのでお知らせします。 

 楽しみにしておられた皆様には大変申し訳ございませんが、新型コロナウイルスの終息が見え

ず、大規模なイベントにおいて万全の対策を講じることは困難と判断し、苦渋の選択をいたしま

した。なにとぞ、ご理解をいただきますよう、よろしくお願いします。 

 

【7 月 活動計画】          

 

 

    

 

 

 

       

 

 

 

【支部だより】 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

3   役員例会 法律相談 

4   青年学級（美術 七夕かざり） 

8 コールいくせい練習  

13   文化委員会 

14 正副支部長会（日程変更の場合あり） 

18   青年学級（美術 七夕かざり） 

20   青年学級（音楽） 

27   通常総会    

29 コールいくせい練習 

 

 

北  6/17  北支部会員相談研修会 

         於；北区役所 

               

賛助会員にお申込み頂き心より感謝申し上げます（敬称略） 

   木下 幾子 

 

 

 

 


